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証券コード　7791
発信日　2024年６月６日

株　主　各　位
広島県広島市西区己斐本町三丁目12番39号
ド リ ー ム ベ ッ ド 株 式 会 社

取締役社長 小 出 克 己

１．当社ウェブサイト（投資家情報／株式情報／株主総会）
　https://ir.dreambed.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
　「第67回定時株主総会招集通知」として掲載しております。

２．東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第67回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　この度の令和6年能登半島地震にて被災されました方に心よりお見舞い申しあげます。
　さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスいただ
き、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

［電子提供措置事項掲載ウェブサイト］

　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（ドリームベッド）また
は証券コード（7791）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」、「株主総会招集
通知／株主総会資料」欄より、ご確認ください。
　「2024/06/05　2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」として掲載しております。

　なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、いずれの場合も、2024年6月26
日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
　議決権行使方法等につきましては、「議決権行使のご案内」（Ｐ３）をご確認いただきますよ
うお願い申しあげます。
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１．日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時
２．場 所 広島県広島市南区松原町１番５号

ホテルグランヴィア広島　３階　天平の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第67期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告及び計算書類報

告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件

4． 招集にあたっての決定事項
(１)ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、「賛

成」の表示があったものとして取り扱います。
(２)書面（郵送）による方法とインターネットによる方法を重複して行使された場合には、イン

ターネットによる方法の議決権行使を株主様の意思表示として取り扱います。
(３)インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを株主様の

意思表示として取り扱います。

 

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　また、本招集ご通知は株主総会当日に会場で印刷した書類の配布は行いませんので、ご出席いただ
く際は、本招集ご通知及び各ウェブサイトより電子提供措置事項を印刷のうえご持参いただくか、ス
マートフォン等の各ウェブサイトへアクセスできる端末をご持参ください。
　なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各ウェブサイト
において、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次頁の案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年６月27日（木曜日）
午前10時

（受付開始:午前9時30分）

2024年６月26日（水曜日）
午後６時入力完了分まで

2024年６月26日（水曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙の記入方法について

見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２号・第３号議案
◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を反対する場合
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。※議決権行使書用紙はイメージです。

・議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、「賛」の表示があったものとして取り扱います。
・書面（郵送）による方法とインターネットによる方法を重複して行使された場合には、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使
として取り扱います。
・インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱います。
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PC等による議決権行使方法
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net

ご注意事項
●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使
書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただ
く必要があります。

●�インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、
インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、
インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

●�1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのためご
利用いただけません。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間��9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2024年６月26日（水）午後６時

スマートフォン等による議決権行使方法

2 株主総会ポータル®トップ画
面から「議決権行使へ」ボタ
ンをタップします。

3 スマート行使®トップ画面が表
示されます。以降は画面の案内
に従って賛否をご入力ください。

1 議決権行使書用紙に記載の
QRコード®を読み取ります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
　当社第67期の剰余金の処分に関しましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保

を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、長期展望に立った新規商品の開発活動及び経営体質の強化・効

率化等さらなる経営革新のために、効果的な投資を行ってまいりたいと考えております。
当社は、今後生産性の向上や新事業の展開に向けた投資を行うことにより、収益の向上と安定

性を高め、経営基盤の強化を図っていく必要があると考えており、当社第67期の期末配当金につ
きましては、上記の基本方針、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、普通株式１株当たり
16円とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当金と合わせた年間配当金は、１株
につき32円となります。

①配当財産の種類
金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき16円  総額 65,686,144円

③剰余金の配当が効⼒を生じる⽇
2024年6⽉28⽇
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候補者
番　号 氏名・生年月日・保有する当社株式の数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

１

（社内）　（再任）
み や け 　 ひ ろ と

三　　宅　　弘　　人

1965年12月1日生

・在任年数 ２年

・取締役会への出席状況
14回／14回（100%）

・所有する当社株式数 2,766株

（略歴）
1989年 ４月 三井不動産株式会社入社
2021年 ９月 当社入社　経営企画部顧問
2022年 ４月 当社執行役員事業企画統括本部長
2022年 ６月 当社取締役事業企画統括本部長
2023年 ４月 当社専務取締役事業企画統括本部長（現）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

【選任理由】
　前職における、住宅や商業施設事業、DXを活用した街づくり、グループ会社取締役などの分野に
おける経験を活かし、当社入社後は、ショップ・ショールームの出店、EC、DXを取り入れた商品開
発、組織運営を推進してきました。また、経営企画部、マーケティング本部等の統括、営業統括本部
や生産本部を管掌し、経営全般に貢献しております。これらの経験や知見をふまえて、経営理念を具
体化して事業遂行することが、当社の中長期的な企業価値の向上を実現するために最適であると判断
し、取締役候補者としました。

第２号議案 取締役６名選任の件
　取締役全員（７名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選
任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号 氏名・生年月日・保有する当社株式の数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

２

（社内）　（再任）
み ね お か 　 み ち お

峰　　岡　　道　　男
1957年４月12日生

・在任年数 ７年２ヶ月
・取締役会への出席状況
14回／14回（100%）

・所有する当社株式数 31,700株

（略歴）
1976年 ４月 株式会社広島銀行入行
2008年 ４月 株式会社広島銀行より当社に出向
2009年 ４月 当社執行役員管理本部長
2013年 ５月 株式会社広島銀行より当社に転籍
2017年 ４月 当社取締役管理本部長
2023年 ４月 当社常務取締役管理本部長（現）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

【選任理由】
　2009年４月より管理本部長として、社内体制の整備に尽力してきており、2021年６月の東京証券
取引所株式上場にも多大な貢献をしております。財務及び会計についての適切な知見に加え、幅広い
知識と統括力を発揮しており、今後は営業部門、営業企画部門を統括することが予定され、当社の業
績向上、企業価値向上に資すると判断して、取締役候補者としました。

３

（社内）　（再任）
た か は し 　 ひ ろ ゆ き

髙　　橋　　浩　　幸
1965年12月11日生

・在任年数 7年２ヶ月
・取締役会への出席状況
14回／14回（100%）

・所有する当社株式数 31,500株

（略歴）
1984年 ４月 当社入社
2002年 ４月 当社八千代事業部生産課課長
2011年 ４月 当社生産部部長
2012年 ４月 当社生産本部本部長
2014年 ４月 当社執行役員生産本部長
2017年 ４月 当社取締役生産本部長（現)
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

【選任理由】
　2012年４月より生産本部長として、生産部、生産技術部及び品質管理部を統括して、当社事業の
発展に貢献しております。新工場建設に伴うさらなる生産効率向上に向け、生産全般にわたる幅広い
知識と経験をもって、今後も取締役として、経営の意思決定に参画することが、当社の中長期的な企
業価値向上に資すると判断し、取締役候補者としました。
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候補者
番　号 氏名・生年月日・保有する当社株式の数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

４

（社内）　（新任）
こ じ り 　 や す し

小　　尻　　泰　　史
1961年５月14日生

・在任年数 -年
・取締役会への出席状況

-回／-回（ - %）
・所有する当社株式数 0株

（略歴）
1984年 ４月 株式会社広島銀行入行
2011年 ４月 同社広島東支店長
2013年 ４月 同社人事総務部長
2015年 ４月　同社執行役員東京支店長
2018年 ６月 同社取締役常務執行役員
2020年 ６月 ひろぎんビジネスサービス株式会社代表

取締役社長（2024年６月退任予定）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

【選任理由】
　金融機関及びそのグループ会社において企業経営に携わっており、金融・会計のみならず、営業部
門や管理部門の幅広い事業分野において経験と実績を有しております。当社取締役会に多様な視点を
取り入れ、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者としました。
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候補者
番　号 氏名・生年月日・保有する当社株式の数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

５

（社外）（独立）（再任）
み し ま 　 ゆ た か

三　　　島　　　豊
1954年１月28日生

・在任年数 ４年６ヶ月
・取締役会への出席状況
14回／14回（100%）

・所有する当社株式数 0株

（略歴）
1978年 ４月 京都セラミック株式会社入社
1981年 ８月 同社退社
1981年 ８月 三島食品株式会社入社
1984年 ３月 同社取締役社長室付部長
1986年 ６月 同社専務取締役
1989年 ３月 同社取締役副社長
1992年 ４月 同社代表取締役社長
2016年 １月 株式会社ミシマホールディングス
　　　　　　　代表取締役社長（現）
2017年 ４月 三島食品株式会社代表取締役会長（現）
2019年12月 当社社外取締役（現）
（重要な兼職の状況）

株式会社ミシマホールディングス代表取締役社長
三島食品株式会社代表取締役会長

【選任理由及び期待される役割の概要】
　当社は、社外取締役に期待する役割として、業務執行者から独立した客観的な立場から企業経営の
監督を行うこと、さらに経営者と少数株主との利益相反の監督を行うことにあると考えております。
三島豊氏は、当社の社外取締役選定基準を満たしていることに加えて、企業経営者として企業経営の
豊富な経験を有しており、自身の専門知識を活かして有益な意見や客観的な経営助言を行うことで、
意義のある取締役会で議論を行い、また当社から独立した社外の視点から、社外取締役として企業経
営の監視、監督の職務を適切に遂行されるものと考え、引き続き社外取締役候補者としました。
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候補者
番　号 氏名・生年月日・保有する当社株式の数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

６

（社外）（独立）（再任）
は ま だ 　 よ し ひ ろ

濱　　田　　芳　　弘
1953年３月30日生

・在任年数 ３年３ヶ月
・取締役会への出席状況
14回／14回（100%）

・所有する当社株式数 0株

（略歴）
1976年11月 監査法人朝日会計社（現　有限責任あずさ監

査法人）広島事務所入所
1981年 ３月 公認会計士登録
1993年 ４月 税理士登録、
　　　　　　　濱田芳弘税理士事務所開設（現）
2002年 ７月 朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法

人）代表社員
2010年 ６月 あずさ監査法人（現　有限責任あずさ監査法

人）理事及び広島事務所長
2015年 ７月 濱田芳弘公認会計士事務所開設（現）
2016年 ６月 広島地下街開発株式会社監査役（現）
2020年 ７月 広島高速道路公社監事（現）
2021年 ２月 当社顧問
2021年 ３月 当社社外取締役（現）
（重要な兼職の状況）

濱田芳弘公認会計士・税理士事務所　所長
広島地下街開発株式会社　監査役
広島高速道路公社　監事

【選任理由及び期待される役割の概要】
　当社は、社外取締役に期待する役割として、業務執行者から独立した客観的な立場から会社経営の
監督を行うこと、さらに経営者と少数株主との利益相反の監督を行うことにあると考えております。
濱田芳弘氏は、当社の社外取締役選定基準を満たしていることに加えて、公認会計士として企業会計
に関する専門知識と広範な見識を活かして、第三者の視点で監視することで、不正行為の未然防止や
問題発生時の迅速な対処など、社外取締役としての職務を適切に遂行されるものと考え、引き続き社
外取締役候補者としました。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　　　２．候補者三島豊氏及び濱田芳弘氏は、社外取締役候補者であります。なお、三島豊氏及び濱田芳弘氏は

現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数はそれぞれ４年６ヶ月及び３年３ヶ月であり
ます。また、当社は三島豊氏及び濱田芳弘氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏
の再任が承認された場合、それぞれ独立役員の指定を継続する予定であります。
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候補者
番　号 氏　名 当社における

現在の地位 属性
候補者が有する専門性

企業経営
法務リス
クマネジ
メント

財務会計
営 業 マ ー
ケ テ ィ ン
グ

品質保証 業界知見

１ 三 宅 弘 人 専務取締役 ● ●

２ 峰 岡 道 男 常務取締役 ● ●

３ 髙 橋 浩 幸 取 締 役 ● ●

４ 小 尻 泰 史 － ● ●

５ 三 島 豊 社外取締役 【社外】 ● ●

６ 濱 田 芳 弘 社外取締役 【社外】 ●

　　　３．候補者三島豊氏が兼職する株式会社ミシマホールディングス及び三島食品株式会社と当社との間に重
要な取引その他の関係はありません。

　　　４．候補者濱田芳弘氏が兼職する濱田芳弘公認会計士・税理士事務所、広島地下街開発株式会社及び広島
高速道路公社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

　　　５．当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、三島豊氏及び濱田芳弘氏との間で、同法第425条第1
項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締
結しており、両氏の再任が承認された場合、それぞれ当該契約を継続する予定であります。

（ご参考）取締役候補者が有する専門性・経験・知見
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氏名・生年月日・保有
する当社株式の数 略歴、地位及び重要な兼職の状況

１

（社内）（再任）
か と う 　 ひ さ あ き

加　　藤　　久　　明

1952年３月14日生

・在任年数12年

・監査役会への出席状況
13回／13回（100.0%）

・所有する当社株式数 
40,000株

（略歴）
1977年 ４月  当社入社
2008年 ４月  当社事業企画室部長
2012年 ６月  当社監査役
2020年 ６月  当社常勤監査役（現）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

【選任理由】
加藤久明氏は、当社の監査役選定基準を満たしていることに加えて、当社監査役の歴任を通じて、

豊富な経験と実績を有しており、今後も監査役として、経営の監督にあたることが、当社の中長期的
な企業価値向上に資すると判断し、監査役候補者としました。

第３号議案 監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の
選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
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氏名・生年月日・保有
する当社株式の数 略歴、地位及び重要な兼職の状況

２

（社外）（独立）（再任）
た け も と 　 り ゅ う す け

竹　　本　　隆　　亮
1957年５月９日生
・在任年数 ５年

・監査役会への出席状況
13回／13回（100.0%）

・所有する当社株式数
0株

1982年 ４月 広島国税局入局
2009年 ７月 広島国税局総務部税理士監理官
2011年 ７月 広島国税局防府税務署長
2012年 ７月 広島国税局総務部企画課長
2017年 ７月 広島国税局課税第二部部長
2018年 ７月 広島国税局退官
2018年 ８月 税理士登録、竹本隆亮税理士事務所開設、所長（現）
2019年 ６月 当社社外監査役（現）
2023年 ９月　一般財団法人旭酒造記念財団監事（現）
（重要な兼職の状況）
　竹本隆亮税理士事務所　所長
　一般財団法人旭酒造記念財団　監事

【選任理由】
　竹本隆亮氏は、当社の定める社外監査役の選定基準を満たしていることに加えて、税理士として豊
富な経験、高い能力・見識及び高度な専門性を有しており、取締役会において専門知識を活かして有
益な意見や客観的な経営助言を行う役割を果たすことが期待されており、また当社から独立した社外
の視点を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者としました。

３

（社外）（独立）（再任）
ふ く だ 　 ひ ろ し

福　　田　　浩
1960年10月31日生

・在任年数 ４年
・監査役会への出席状況
13回／13回（100.0%）

・所有する当社株式数
0株

（略歴）
1983年 ４月 マツダ株式会社入社
1993年 ５月 米国ジョージタウン経営大学院（MBA)卒業
1994年 ７月 マツダ株式会社退社
2004年 ４月 司法修習生
2005年10月 司法修習終了、広島弁護士会弁護士登録
2008年 ７月 弁護士法人あすか代表社員（現）
2020年 ６月 当社社外監査役（現）
（重要な兼職の状況）
　弁護士法人あすか　代表社員

【選任理由】
　福田浩氏は、当社の定める社外監査役の選定基準を満たしていることに加えて、弁護士として豊富
な経験、高い能力・見識及び高度な専門性を有しており、取締役会において専門知識を活かして有益
な意見や客観的な経営助言を行う役割を果たすことが期待されており、また当社から独立した社外の
視点を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者としました。
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（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　　　２．候補者竹本隆亮氏及び福田浩氏は社外監査役候補者であります。なお、竹本隆亮氏及び福田
　　　　　浩氏は現に当社の社外監査役であり、その就任してからの年数はそれぞれ５年及び４年であり
　　　　　ます。また、当社は竹本隆亮氏及び福田浩氏を東京証券取引所に独立役員として届け出てお
　　　　　り、両氏の再任が承認された場合、それぞれ独立役員の指定を継続する予定であります。
　　　３．候補者竹本隆亮氏が兼職する竹本隆亮税理士事務所及び一般財団法人旭酒造記念財団と当社
　　　　　との間に重要な取引その他の関係はありません。
　　　４．候補者福田浩氏が兼職する弁護士法人あすかと当社との間に重要な取引その他の関係はあり
　　　　　ません。
　　　５．当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、竹本隆亮氏及び福田浩氏との間で、同法第
　　　　　425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の賠償責任を限定す
　　　　　る責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、それぞれ当該契約を継続す
　　　　　る予定であります。

以上
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(2023年4月 1 日から
2024年3月31日まで )
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況に関する事項
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及びその成果
　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが２
類から５類へ移行したのに伴い、経済活動が一段と正常化に向かい回復基調にある一方で、急
激な為替相場の変動、並びにロシアによるウクライナへの侵攻、中東における紛争、中国経済
の減速等、依然として不透明な状況が続いております。

このような経済環境下において、当社の各販売経路別の売上高の状況は以下のとおりです。

　「家具販売店向け」は、ligne roset（リーン・ロゼ）商品のキャンペーンや同商品の法人向
け需要の増加、またマットレスのラグジュアリーホテル企画が好調に推移し、さらに第４四半
期における最需要期に例年を上回る受注がありましたが、第２四半期よりの消費者動向が飲
食、旅行、サービス支出等へ変化したのに伴う家具販売店における集客の伸び悩みによる影響
が大きく、前事業年度と比して209,187千円減少しております。
　「商業施設向け」は、ホテル業界の宿泊稼働率がコロナ禍前まで改善し、マットレスのリニ
ューアルや新規案件への投資需要は回復基調にあり、当社足元案件も対前年同期比で増加して
おります。不動産各社や外資系ホテルがインバウンド消費を見込んだ投資計画を相次ぎ発表し
ているなかで、同投資需要は来期にずれ込むことから、前事業年度と比して147,708千円減少
しております。
　「ショップ／ショールーム」は、ROSETTogo（ロゼトーゴ）発売50周年を記念したキャン
ペーンが奏功し、その後に続く同キャンペーン第二弾もあり来店数が増加しております。加え
て法人向け営業販売やデジタルプロモーションを活用したEC販売も寄与したことで全般的に好
調に推移し、前事業年度と比して262,023千円増加しております。
　「ハウスメーカー向け」は、ハウスメーカーによる催事の開催が回復途上にありますが、今
期年間を通して開催数が減少したこともあり、前事業年度と比して3,237千円の増加に留まっ
ております。

　 こ の よ う な 状 況 の 中 、 当 社 は2023年 ５ 月11日 に 発 表 い た し ま し た 中 期 経 営 計 画
「Dreambed2025 Change & Challenge Plan」に掲げております各施策を、2024年３月
期は次のとおり遂行してまいりました。
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イ．マルチブランド戦略の強化拡大
製品戦略
・Serta（サータ）ブランド

　Serta（サータ）史上最高級モデルのSerta Sirius（サータシリウス）の販売を開始
し、全国各販売店への拡販は順調に進んでおります。加えてSerta（サータ）ブランド
において、ラグジュアリーホテルとのコラボレーション企画は好調のうちに年間目標
を達成しました。

・ドリームベッドブランド
　2024年１月に専用のデジタル立位測定器で計測する精密なデータと、独自のアルゴ
リズムから導き出された寝心地をその場で体験いただけるフィッティングマットレス
を設置し、ひとりひとりに理想の寝姿勢、寝心地のオーダーメイドマットレス「The 
Dream」の販売を開始しました。

・新ブランドの確立
　2023年10月家具ブランドであるマスターウォールとコラボレーションしたLunara
+（ルナーラ）の発売を開始しました。また、同月開催の個展を契機として商品ライン
ナップを見直しSerta Suite Series「サータスイートシリーズ」等の新商品を発表しま
した。

プロモーション戦略
・ラストワンマイルまでのロジスティクス機能強化

　2023年７月より輸送業者と提携し「ブランド専用車」として、より速く、より丁寧
に、お客様に安心いただける質の高い配送を開始しております。

ロ．販売チャネルの強化拡大
　2023年12月に東京ショールームを渋谷から日本橋へ移転するとともに首都圏営業
の強化のため関連部署を集約し、東京支社を開設いたしました。
　2024年３月には高集客、高収益が望める名古屋エリアに、リーン・ロゼ名古屋を
2024年６月開設に向け工事を開始しております。
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区 分

第66期
（2023年３月期）

第67期
（当事業年度）

（2024年３月期） 前期比
（％）売上高

（千円）
構成比
（％）

売上高
（千円）

構成比
（％）

家具販売店向け 7,412,036 75.4 7,202,849 74.2 97.2

商業施設向け 949,181 9.7 801,473 8.3 84.4
ショップ／ショールーム 1,054,977 10.7 1,317,000 13.5 124.8

ハウスメーカー向け 268,110 2.7 271,348 2.8 101.2

その他 150,975 1.5 115,939 1.2 76.8

合計 9,835,281 100.0 9,708,610 100.0 98.7

ハ．生産技術・能力・機能の拡充
　2023年12月に新工場建設における縫製完成棟が竣工し、2024年１月より稼働いた
しました。

ニ．戦略遂行を支える財務・投資戦略
　株主還元の一環として、2024年３月12日～2024年８月９日の期間で、自己株式の
取得50,000株（上限）、45,000千円（上限）を公表いたしました。

ホ．ES・エンゲージメント向上・サステナビリティ経営の実現
　2023年５月に役員向け譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議したのに続き、2023
年８月に従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の導入を決議しており
ます。

以上の結果、当事業年度の業績は、売上高9,708,610千円（前年同期比1.3％減）、営業利
益191,235千円（同55.2％減）、経常利益307,164千円（同33.1％減）、当期純利益
254,930千円（同42.3％減）となりました。

　販売経路別売上高の状況につきましては、次のとおりであります。
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科目名 設備投資の内容 金額（千円）
建物 八千代第一工場　建て直し 1,393,314

東京ショールーム　移転に伴う内装工事 84,890
構築物 八千代第一工場　建て直し 98,360
機械及び装置 八千代第一工場　ポケットコイリング等 170,924
ソフトウェア 電子帳簿保存法対応ソフト 14,056

② 設備投資の状況
当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は1,846,857千円で、その主

なものは次のとおりであります。（建設仮勘定を除く本勘定振替ベース）

なお当事業年度中において実施いたしました、八千代第一工場建て直しに係る設備投資の総
額は1,514,599千円であります。

③ 資金調達の状況
　当社の主な資金調達は、八千代第一工場の建て直しに係る建設資金としてシンジケートロー
ンによる1,000,000千円の借入（6月、12月にそれぞれ500,000千円）を実行しておりま
す。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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区 分 第 64 期
(2021年3月期)

第 65 期
(2022年3月期)

第 66 期
(2023年3月期)

第 67 期
(当事業年度)

(2024年3月期)

売 上 高 (千円) 8,976,131 9,452,467 9,835,281 9,708,610

経 常 利 益 (千円) 730,208 675,614 459,181 307,164

当 期 純 利 益 (千円) 521,503 446,032 442,133 254,930

１株当たり当期純利益 (円) 161.39 112.65 107.61 61.98

総 資 産 (千円) 7,084,404 8,260,360 9,646,356 10,761,877

純 資 産 (千円) 2,205,276 3,802,574 4,050,466 4,221,603

１株当たり純資産額 (円) 669.72 915.66 987.60 1,028.31

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

注１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数によって算出し、１株当たり純資産額は期末
発行済株式総数によって算出しております。

注２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第65期の期首
から適用しており、第65期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数
値となっております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
　該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題
　当社は2023年度から2025年度（2024年３月期～2026年３月期）までの3事業年度を対象と
した中期経営計画「Dreambed2025 Change & Challenge Plan」に基づき、対処すべき課題
として成長及び基盤整備の各施策に次のとおり取り組んでおります。

①マルチブランド戦略の強化拡大
　当社の強みは、米国Serta（サータ）ブランドの国内独占販売権を有して、これを当社の高い
技術力と製造力で支えることによって、マルチブランド戦略を展開して幅広い商品群を販売して
いるところにあります。
　マルチブランド戦略をさらに強化拡大することにより、Serta（サータ）ブランドの更なる収
益拡大、他のブランドの収益力強化を図り、さらには新たなブランドの発掘に取り組むことで、
事業の強化拡大を図ってまいります。
　マルチブランド戦略は主に製品戦略とプロモーション戦略に分けられます。
　製品戦略として、2024年３月期に好調であったラグジュアリーホテルとのコラボレーション
企画のマットレス販売を、2025年3月期も継続いたします。また2023年12月に発売を開始した
オーダーメイドマットレスの拡販、さらにマーケットリサーチに基づいて自社ブランドの海外展
開の開始、加えてligne roset（リーン・ロゼ）ブランドにおけるジャパンフィットしたモデルや
トータル提案商品の市場投入に、それぞれ取り組むものです。
　またプロモーション戦略として、継続的に実施しているデジタルマーケティング（SNS広告）
の広告効果を最大化して、ブランド価値を伝えるとともに、CRM（顧客関連管理）の導入によ
り、顧客との良好な関係を構築・促進して、より一層のBtoBtoC構築を進めてまいります。
　さらに物流サービスにおいて、運送業務と積込み業務を分離して業務の平準化を図り、ラスト
ワンマイルの物流サービスの向上に、それぞれ取り組んでまいります。

②販売チャネルの強化拡大
　次の取組みにより、販売チャネルの強化による売上拡大を図ります。
　2024年６月にはリーン・ロゼ名古屋を開設する予定であり、今後もショップ/ショールームの
いずれかを全国主要都市に年間１店舗ずつ新設します。また、2023年12月に首都圏にある各営
業所、商業施設向け販売を担うコントラクト事業部門、及びハウスメーカー向け販売を担うハウ
ジング営業部門を東京ショールームと統合のうえ、東京支社として営業拠点を設置しましたの
で、継続的にそれぞれの販売営業力を活かしたシナジー効果を創出してまいります。
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③生産技術・能力・機能の拡充
　次の取組みにより、生産技術・能力・機能の拡充を図ります。
　縫製完成棟が2024年1月に稼働したことにより、製品優位性をさらに高め、生産能力及び生産
効率の向上を図ります。
　また、社長直轄の品質保証室が主管して、TQC（全社的品質管理）を展開してさらなる品質向
上に努めるとともに、オーダーメイドマットレスの取扱いを契機に取り組みをスタートした産学
連携をさらに推し進めて、コイルその他の新技術の開発や製品単位当たりの原価低減に、それぞ
れ取り組むものです。

④戦略遂行を支える財務・投資戦略
　ショールームやショップ等、事業展開のための積極的な戦略投資、自己株式取得や自己資本利
益率の向上による株主還元の充実、さらに内部留保を増やしつつ自己資本比率を向上する等、成
長及び基盤整備施策を支える財務投資戦略を展開してまいります。

⑤ES・エンゲージメント向上・サステナビリティ経営の実現
　Employee Satisfaction（従業員満足度、ES）のための働き方改革、処遇改善や健康経営推進
による自社の人的資本への投資のほか、環境に配慮したサステナビリティ商品の開発やマットレ
スリサイクルシステムの推進によって、サステナビリティ経営の実現を目指します。
　具体的には、ES・エンゲージメントにおいて、2024年3月期に調査を始めました人事制度改
革の進捗効果モニタリング、従業員よりの申告書を活用しての人事戦略への反映、残業時間の削
減、女性管理職比率向上に向けた研修の充実、男性育児休業取得率の向上維持、男女間賃金格差
の軽減、及び完全週休二日制導入の準備等に、それぞれ取り組みます。
　また、サステナビリティにおいて、解体しやすいマットレス（Dream Refine）に続く環境に
配慮した商品開発、及びマットレス廃棄問題の解消や顧客利便性向上等のためのマットレス回収
リサイクルシステムの構築、並びにCO2削減に向けた取組みにより、今後も持続可能な社会の実
現に貢献してまいります。
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(５) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
　当社は、マットレス、ベッドフレーム、ソファ、寝装品(枕・布団類)等のデザイン開発、製
造、販売を主たる事業としております。自社ブランド製品と海外提携ブランド製品を自社工場及
び協力工場で製造して、「家具販売店向け」と「商業施設向け」を主要な販売チャネルとして営
業展開をしております。
　また、八千代第一工場（マットレス）、八千代第二工場（ベッドフレーム）、千代田工場（ソ
ファ）、あさひ工場（寝装品）という生産体制を構築し、これらの製品及び商品の製造と販売に
よって、「快適で美しいくらし」を提供することを通して、企業価値の向上を図っております。

本 社 広島県広島市西区己斐本町三丁目12番39号

営 業 所

東京支社（東京営業所）

仙台営業所

北関東営業所

金沢営業所

名古屋営業所

近畿営業所

広島営業所

四国営業所

福岡営業所

東京都中央区

宮城県仙台市

埼玉県春日部市

石川県金沢市

愛知県名古屋市

大阪府摂津市

広島県広島市

香川県高松市

福岡県福岡市

工 場

八千代第一工場

八千代第二工場

千代田工場

あさひ工場

広島県安芸高田市

広島県安芸高田市

広島県山県郡北広島町

広島県広島市

流 通 セ ン タ ー

北関東流通センター

八千代流通センター

千代田流通センター

埼玉県春日部市

広島県安芸高田市

広島県山県郡北広島町

(６) 主要な営業所及び工場（2024年３月31日現在）

22



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

従業員数 前事業年度末比 平均年齢 平均勤続年数

363名 8名減 39.6歳 12.0年

(7) 従業員の状況（2024年3月31日現在）

注１．上記従業員数の中には、パート、嘱託、派遣社員、契約社員160人は含んでおりません。
注２．当社は、ホームファニシング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりま

す。

借　入　先 借　入　額（千円）
株 式 会 社 広 島 銀 行 1,768,000
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 600,000
株 式 会 社 も み じ 銀 行 600,000
株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 575,000
株 式 会 社 百 十 四 銀 行 250,000

(8) 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 12,400,000株
(2) 発行済株式の総数 4,152,820株
(3) 株主数 3,389名

株　主　名 持　株　数（株） 持　株　比　率（％）

ドリームベッド従業員持株会 420,586 10.24
ブルーインベストメント投資事業有限責任組合 346,600 8.44

渡辺靖子 265,000 6.45

三宅尚子 265,000 6.45

株式会社広島銀行 204,040 4.97

株式会社もみじ銀行 204,040 4.97

小出克己 151,500 3.69

株式会社商工組合中央金庫 131,940 3.21

東川貴俊 110,000 2.68

株式会社山陰合同銀行 100,000 2.44

役　員　区　分 株　式　数（株） 交付対象者数（名）

取締役（社外取締役を除く） 10,400 ５

２. 株式に関する事項（2024年3月31日現在）

(4) 大株主

注1．持株比率は自己株式（47,436株）を控除して計算しております。
注2．持株比率については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

  注．  当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告27頁「(３)取締役及び監査役の報酬等」に記載して
　　　 おります。
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３. 新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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氏　　　名 地　　　位 担　　　当 重要な兼職の状況

小 出 　 克 己 代 表 取締 役 社長

三 宅 　 弘 人 専 務 取 締 役 事業企画統括本部長
峰 岡 　 道 男 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長
小 田 　 慎 二 取 締 役 営 業 統括 本 部長

髙 橋 　 浩 幸 取 締 役 生 産 本 部 長

三 島 　 豊 取 締 役
  株式会社ミシマホールディングス
  代表取締役社長
  三島食品株式会社 代表取締役会長

濱 田 　 芳 弘 取 締 役
  濱田芳弘公認会計士・税理士事務所　所長
  広島地下街開発株式会社　監査役
  広島高速道路公社　監事

加 藤 　 久 明 常 勤 監 査 役

竹 本 　 隆 亮 監 査 役   竹本隆亮税理士事務所　所長
  一般財団法人旭酒造記念財団　監事

福 田 　 浩 監 査 役   弁護士法人あすか　代表社員

4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2024年３月31日現在）

注1．取締役三島豊氏及び濱田芳弘氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所に
独立役員として届け出ております。

注2．監査役竹本隆亮氏及び福田浩氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所に
独立役員として届け出ております。

注3．常勤監査役加藤久明氏は、当社財務部に在籍し実務を積んだ経験から、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。
監査役竹本隆亮氏は、税理士として広範な専門知識と豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しております。
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区 分 報酬等の総額
（ 千 円 ）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対 象 と な る
役 員 の 員 数
（ 名 ）基 本 報 酬 賞 与 非 金 銭 報 酬 等

取締役
（うち社外
取締役）

103,800
（7,200）

103,800
（7,200） - 8,466

（-）
７

（２）
監査役

（うち社外
監査役）

16,280
（5,760）

16,280
（5,760） - - ３

（２）
合計

（うち社
外役員）

120,080
（12,960）

120,080
（12,960） - 8,466

（-）
10

（４）

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役三島豊氏及び濱田芳弘氏、監査役竹本隆亮氏及び福田浩氏との間で、会社法第
423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、法令
の定める最低責任限度額であります。

(3) 取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の報酬に関する方針

取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責
を負うことを考慮し、職位別基準に基づき各取締役の役職に応じて、経営環境等を勘案して決
定しております。
社外取締役の報酬は、当社の業績により変動することのない報酬を支給しております。
なお、当該方針は取締役会決議に基づき決定しております。

② 監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、当社の業績により変動することのない報酬を監査役の協議により決定して、
支給しております。

③ 当事業年度に係る報酬等の総額等

注1．2019年６月27日開催の定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額120,000千円以内（うち社外
取締役分は年額１千万円以内）であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名であります。

注2．2019年６月27日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内（うち社外
監査役分は年額１千万円以内）であります。当該株主総会終結時点の監査役の員数は１名であります。

注3．非金銭報酬の総額は、取締役（社外取締役を除く。）５名に付与した譲渡制限付株式の割当にかかる費用
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8,466千円を記載しております。なお、2023年６月29日定時株主総会決議による取締役（社外取締役を
除く）に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額は、年額
20,000千円以内であります。
また、2023年６月29日定時株主総会決議による取締役（社外取締役を除く。）に対して、支給される金
銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、こ
れにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年20,000株以内であります。当該株主総会終
結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は、５名であります。

注4．取締役会は、各取締役（社外取締役を除く。）の個人別報酬額について、当社の経営及び全社業績を勘案
し、各取締役（社外取締役を除く。）の担当職務の執行状況による評価を行うのは、代表取締役社長が適
しているものと判断しております。従いまして、株主総会の決議による取締役の報酬限度額の範囲内で、
各取締役（社外取締役を除く。）の個人別報酬額の決定を、代表取締役社長小出克己に委任しておりま
す。なお、取締役会は、取締役の個人別報酬額の内容が、取締役会で決定された決定方針に基づいて代表
取締役社長小出克己によって決定されたことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断して
おります。

④ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

⑤ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く。）から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。

(4) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役三島豊氏が代表取締役社長を務める株式会社ミシマホールディングス及び代表取締役
会長を務める三島食品株式会社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

・取締役濱田芳弘氏が所長を務める濱田芳弘公認会計士・税理士事務所、監査役を務める広島
地下街開発株式会社、監事を務める広島高速道路公社と当社との間に重要な取引その他の関
係はありません。

・監査役竹本隆亮氏が所長を務める竹本隆亮税理士事務所、及び監事を務める一般財団法人旭
酒造記念財団と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

・監査役福田浩氏が代表社員を務める弁護士法人あすかと当社との間に重要な取引その他の関
係はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 役 員 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 三 島 　 豊

当事業年度開催の取締役会全14回に出席し、経営者としての長年の豊
富な経験に基づき、当社の中期経営計画進捗のほか、製造や品質、並び
に営業体制に関する助言、提言を行う等、経営を監視する立場としての
社外取締役の職責を十分果たしました。

取締役 濱 田 　 芳 弘

当事業年度開催の取締役会全14回に出席し、公認会計士として財務・
会計に関する広範な専門知識と豊富な経験に基づき、当社の商品戦略の
ほか、人員配置、株主還元に関する助言、提言を行う等、経営を監視す
る立場としての社外取締役の職責を十分果たしました。

監査役 竹 本 　 隆 亮

当事業年度開催の取締役会全14回及び監査役会全13回に出席し、税理
士としての広範な専門知識と豊富な経験に基づき、当社の業務管理の運
用改善のほか、基幹システム導入、また株主還元に関する助言、提言を
行う等、取締役の職務を監視する立場としての社外監査役の職責を十分
果たしました。

監査役 福 田 　 浩

当事業年度開催の取締役会全14回及び監査役会全13回に出席し、弁護
士としての企業法務及び経営に関する広範な専門知識と豊富な経験に基
づき、当社の経営戦略のほか、予実管理、計画立案、諸規程上の改善点
に関する助言、提言を行う等、取締役の職務を監視する立場としての社
外監査役の職責を十分果たしました。

② 当事業年度における主な活動状況
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報酬等の額（千円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,000

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 27,000

５. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該
議案を株主総会に提出いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を
報告します。

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　2019年８月９日取締役会において「内部統制システムの基本方針」を、また2019年10月10
日に「財務報告に係る内部統制基本方針」をそれぞれ制定しております。さらに、2024年3月
11日取締役会において「内部統制システムの基本方針」及び「財務報告に係る内部統制基本方
針」の継続を決議いたしました。
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「内部統制システムの基本方針」
　当社は、企業価値の継続的な向上を図りつつ、公正かつ社会から信頼される企業の実現を目指
します。また、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、
会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100条に基づき、次のとおり内部統制システ
ムを整備し、適切に運用するとともに、その継続的改善に努めます。

①当社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．取締役会は、「取締役会規程」等に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、又は

報告を受けます。
ロ．取締役は、取締役会における決定事項に基づき、各々の管掌業務に応じて職務執行を行

い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告します。
ハ．取締役は法令及び規程等を遵守し、適正に職務を行うことを、使用人に対して周知・徹底

します。法令違反行為等があった場合は、「就業規則」に基づき適切に対処します。
ニ．取締役会は、「リスク・コンプライアンス委員会」の設置・運営を通じて、当社における

コンプライアンスの取り組みを統括し、コンプライアンス体制の充実を図ります。
ホ．取締役会は、「内部通報規程」を制定し、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプラ

イアンス体制を強化します。
ヘ．内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務の効

率性等の監査を実施し、その結果を代表取締役社長（リスク・コンプライアンス委員長）
に報告する体制を確立します。

ト．反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応します。

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につきましては、「文書管理規程（機密文書

の管理）」及び「経営機密情報管理規程」に従い、保存場所を定め、管理を行います。
ロ．取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を閲覧できるものと

します。
ハ．情報セキュリティについては、情報セキュリティ管理規程に基づき、会社保有情報等の適

切な活用・保全・運用に関し、情報セキュリティ管理体制を確立し、全社推進します。
ニ．個人情報・顧客情報管理規程並びに特定個人情報取扱規程に基づき、適切な情報の保護及

び漏洩体制を徹底します。
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③当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．「リスク管理規程」をはじめリスク管理にかかわる諸規程を制定します。
ロ．「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、横断的なリスクの状況の監視及び全社的

対応を行います。各部門所管業務に付随するリスク管理は、各部署を統括する所属長が責
任者となり執り行うこととします。

ハ．「安全衛生委員会」において、安全衛生教育及び定期的巡視点検等の実施により、リスク
の未然防止を図ります。

ニ．内部監査室が内部統制の有効性を検証します。
ホ．財務報告の正確性と信頼性を確保するために、「財務報告に係る内部統制基本方針」に基

づき、リスクの評価を行い、統制活動の実施状況を定期的に確認します。

④当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．「取締役会規程」「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等をもとに、適切かつ

効率的に職務の執行が行われる体制を構築します。
ロ．経営上の重要事項については、経営会議の審議を経て、原則月１回開催される取締役会に

おいて執行決定を行います。
ハ．取締役会にて決定した経営計画に基づき、取締役会、経営会議、販売会議、生産会議等に

おいて、月次単位で業績管理を行います。

⑤当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査
役の指示の実効性の確保に関する事項

イ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役は当該使用人を
任命し、その職務の補助を行える体制を構築します。

ロ．任命を受けた当該使用人は、取締役から独立し、監査役の指示の下で業務を行います。
ハ．当該使用人の異動、懲戒等その他人事考課に関しては、監査役の事前の承認を要するもの

とします。
ニ．監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じるものと

します。

⑥当社の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制

イ．当社の経営会議、販売会議、生産会議等及びリスク・コンプライアンス委員会に監査役が
出席することで、付議又は報告事項について情報を共有します。

ロ．当社の取締役及び使用人は、職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事
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項について、適時・適切に監査役に直接又は関係部門を通じて報告するとともに、内部統
制システムの運用状況等の経営上の重要事項についても、監査役と情報を共有します。

ハ．当社は、監査役に上記の報告を行った者に対し、「内部通報規程等」に基づき、報告をし
たことを理由とする不利な取扱いを禁止します。

ニ．内部監査室は、監査実施状況を監査役に報告する体制を構築します。

⑦その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役は、代表取締役社長及び各取締役と定期的に意見交換を実施します。
ロ．監査役は、会計監査人と円滑に連携できる体制を構築します。
ハ．監査役は、内部監査室と適時・適切に情報交換を行うとともに、連携して監査を行いま

す。

「財務報告に係る内部統制基本方針」
　当社は、信頼性のある財務報告を重視し、透明かつ健全な企業経営を実践するため以下に基本
方針を定めます。

①信頼性のある財務報告の実現
　当社は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されており、かつ企
業の財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況がすべての重要な点において適正に表示
されていることを確認することにより、信頼性のある財務報告を実現します。

②信頼性のある財務報告を実現するための体制
　当社は、財務報告に係る内部統制システムを有効に構築することにより、信頼性のある財務報
告を行うための体制を確立します。また、信頼性のある財務報告の作成に必要な知識及び倫理観
を持った人材を確保・配置します。

③適正な会計処理及び情報開示方針
　当社は、一般に公正妥当と認められる会計基準、その他の法令を遵守し、経理規程等の関連規
程の整備を行い、適正な会計処理を行います。また、財務報告の開示を適時的確に実施すること
により、情報開示の透明性及び公平性を確保します。

④財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価
　当社は、「金融商品取引法」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基
準」の趣旨に基づいて、当社の財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況の評価を定期
的に実施し、業務改善を継続的に行うとともに、適正な内部統制報告書を提出します。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、内部統制システムの整備と運用にあたって、当事業年度は、以下の事項に取り組んで
おります。
①　内部統制システム全般
・内部監査室が全部門を対象に、内部統制システムの整備・運用状況を監査のうえ評価し、改善
を促しております。

②　リスク管理
・各部門において業務上の各種リスクに対して具体的な対応策を決め、その進捗管理を実施して
おります。また、リスク・コンプライアンス委員会において、取り組み実績の報告、評価を実施
しております。

③　コンプライアンス
・リスク・コンプライアンス委員会を当事業年度は10回開催し、法令遵守の徹底及び企業倫理
の醸成を図っております。また、同委員会では就業規則違反、労務管理、内部通報等、社内のリ
スク情報を監視して対策・施策を検討審議しております。
・また社内教育のためコンプライアンス研修として全社員を対象に、コンプライアンスに関する
ビデオ視聴、テキストの読み合わせを毎月実施しております。

④　情報セキュリティ
・情報セキュリティ管理委員会を当事業年度は５回開催し、各部門の情報セキュリティ委員によ
るセキュリティチェックの実施状況を監視しております。

⑤　監査
・常勤監査役は取締役の職務執行を監査する一方で、社外監査役とともに内部監査室、会計監査
人と連携し、業務の適正を確保するため監査における情報を相互に共有しております。

７. 会社の支配に関する基本方針
当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており
ません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他　

4,064,775
706,398
834,306
1,309,702
720,655
20,046
293,605
44,268
119,120
33,670
△17,000

6,697,102
6,186,051
3,168,199
213,474
556,493
8,704
82,357

2,114,688
11,918
30,216
35,742
35,505
237

475,308
156,563
1,200
72,701
244,843　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 4,231,934
支 払 手 形 678,709
買 掛 金 277,684
短 期 借 入 金 1,793,000
１年内返済予定の長期借入金 200,000
未 払 金 676,260
未 払 費 用 101,525
未 払 法 人 税 等 65,936
前 受 金 151,220
預 り 金 30,842
賞 与 引 当 金 182,626
製 品 保 証 引 当 金 29,100
リ ー ス 債 務 3,146
そ の 他 41,883

固 定 負 債 2,308,339
長 期 借 入 金 1,800,000
リ ー ス 債 務 8,771
繰 延 税 金 負 債 433,781
そ の 他 65,786

負 債 合 計 6,540,273
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 4,185,589
資 本 金 785,715
資 本 剰 余 金 718,252
資 本 準 備 金 715,725
そ の 他 資 本 剰 余 金 2,527

利 益 剰 余 金 2,716,992
利 益 準 備 金 51,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,665,492
圧 縮 積 立 金 250,427
別 途 積 立 金 331,702
繰 越 利 益 剰 余 金 2,083,362

自 己 株 式 △35,370
評 価 ・ 換 算 差 額 等 36,014

その他有価証券評価差額金 36,014
純 資 産 合 計 4,221,603

資 産 合 計 10,761,877 負 債 純 資 産 合 計 10,761,877

貸　借　対　照　表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 9,708,610
売 上 原 価 4,741,339
売 上 総 利 益 4,967,270
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,776,034
営 業 利 益 191,235
営 業 外 収 益

受 取 利 息 75
受 取 配 当 金 3,078
保 険 解 約 返 戻 金 108,270
そ の 他 38,619 150,044

営 業 外 費 用
支 払 利 息 29,825
為 替 差 損 176
そ の 他 4,113 34,115

経 常 利 益 307,164
特 別 利 益

助 成 金 収 入 200,000
固 定 資 産 売 却 益 149 200,149

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 85,414 85,414

税 引 前 当 期 純 利 益 421,900
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 103,805
法 人 税 等 調 整 額 63,164 166,969
当 期 純 利 益 254,930

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計特別償却

準備金
圧縮

積立金
別途

積立金
繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 785,715 715,725 － 715,725 51,500 7,734 117,367 331,702 2,081,064 2,589,368 △37,133

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △127,307 △127,307

当 期 純 利 益 254,930 254,930

自 己 株 式 の 取 得 △14,885

自 己 株 式 の 処 分 2,527 2,527 16,648

特別償却準備金の取崩 △7,734 7,734 －

圧 縮 積 立 金 の 積 立 139,080 △139,080 －

圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △6,019 6,019 －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 2,527 2,527 － △7,734 133,060 － 2,297 127,623 1,763

当 期 末 残 高 785,715 715,725 2,527 718,252 51,500 － 250,427 331,702 2,083,362 2,716,992 △35,370

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計株 主 資 本

合 計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 4,053,675 △3,208 △3,208 4,050,466

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △127,307 △127,307

当 期 純 利 益 254,930 254,930

自 己 株 式 の 取 得 △14,885 △14,885

自 己 株 式 の 処 分 19,175 19,175

特別償却準備金の取崩 － －

圧 縮 積 立 金 の 積 立 － －

圧 縮 積 立 金 の 取 崩 － －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) － 39,223 39,223 39,223

当 期 変 動 額 合 計 131,914 39,223 39,223 171,137

当 期 末 残 高 4,185,589 36,014 36,014 4,221,603

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物及び構築物 ５年～50年
機械及び装置 ２年～10年

個　別　注　記　表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等 　 移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産

・商品、製品、仕掛品、原材料 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
を採用しております。

・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づいております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
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(4) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については過去

の貸倒実績率を基礎とした将来の貸倒損失の発生見込率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上し
ております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上しております。
１ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。

２ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理してお
ります。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按
分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。

④ 製品保証引当金 将来の保証費用の支出に備えるため、過年度の保証実績に基づき発生見
込額を計上しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金利息

③ ヘッジ方針
金利変動のリスク負担の適正化に限定しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
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(6) 収益及び費用の計上基準
　　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　　　当社の商品及び製品は国内販売のみであり、出荷から顧客の検収までの期間が短期間であるため、出荷
時に収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、リベート等を
控除した金額で測定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価を返金負債として計上しております。
当該返金負債の見積りにあたっては、契約条件や過去の実績などに基づく最頻値法を用いております。

２. 会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
　(1）当事業年度の計算書類に計上した金額

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係
る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、「７．税効果会計に関する注記」に記載の金額
と同一であります。

　(2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っており

ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金
資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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土地 1,614,499千円
建物 2,208,754千円

計 3,823,253千円

(2）有形固定資産の減価償却累計額 3,740,151千円

3. 貸借対照表に関する注記
(1）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務
　　該当事項はありません。

(3）財務制限条項
　長期借入金2,000,000千円(内、１年内返済分 200,000千円)（2022年12月27日付シンジケートローン
契約）には、以下の財務制限条項が付されております。
　①2023年３月期以降、各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年

同期比75％以上に維持すること
　②2023年３月期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、２期連続して

損失とならないようにすること
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普通株式 4,152,820株

普通株式 47,436株

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年６月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 61,519 15 2023年３月31日 2023年６月30日

2023年11月９日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 65,787 16 2023年９月30日 2023年12月１日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年６月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 65,686 16 2024年３月31日 2024年６月28日

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数
該当事項はありません。
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５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　資金繰計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に流動性
の高い金融資産で運用し、また、運転資金（短期）及び設備投資資金（長期）を銀行借入により調達して
おります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を
実施しております。なお、デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取
引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に
業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。
　借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で10年後
であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
　1 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　　営業債権については販売管理規程に従い、各事業部門における営業事務担当が主要な取引先の状況を

定期的にモニタリングして所属長へ報告し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務
状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　2 市場リスク（為替や金利などの変動リスク）の管理
　　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し見直しており

ます。
　　また、借入金に係る金利の変動リスクを抑制するために、長期借入金の一部について、金利スワップ

取引を実施しております。
　　デリバティブ取引の執行・管理については、決裁担当者の承認を得て行っております。月次の取引実

績は、経営会議で確認しております。
　3 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　　各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、経営会議で状況を確認する

ことにより、流動性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2024年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額7,303千円）は、「その他有価証券」には含めており
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貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額

(1) 投資有価証券

　その他有価証券 149,260 149,260 －

(2) 長期借入金 （2,000,000） （1,977,559） △22,440

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　株式 139,216 － － 139,216

　債券 － 10,043 － 10,043

ません。また、「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形」「買掛金」「短期借入金」「未払
金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、注記を省略しております。

（単位：千円）

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,977,559 － 1,977,559

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。一方で、債券は市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場
価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（下記「長期借入金」参照）。
長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値に
より算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップ
の特例処理の対象とされており（上記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワップと一体として処理さ
れた元利金の合計額を用いて算定しております。
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繰延税金資産
土地評価損 260,934千円
賞与引当金 55,627千円
長期未払金 20,038千円
その他 57,734千円

繰延税金資産小計 394,335千円
評価性引当額 △303,239千円
繰延税金資産合計 91,096千円
繰延税金負債

土地評価差額 △393,040千円
圧縮積立金 △109,692千円
その他 △22,144千円

繰延税金負債合計 △524,877千円
繰延税金資産（負債）の純額 △433,781千円

６. 賃貸等不動産に関する注記
　　該当事項はありません。

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８. 関連当事者との取引に関する注記
　 該当事項はありません。
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［ 販売経路別 ］ （単位：千円）
売上高

家具販売店向け 7,202,849
商業施設向け 801,473
ショップ／ショールーム 1,317,000
ハウスメーカー向け 271,348
その他 115,939
顧客との契約から生じる収益 9,708,610
その他の収益 －
外部顧客への売上高 9,708,610

［ 時期別 ］ （単位：千円）
売上高

一時点で移転される財 9,708,610
一定の期間にわたり移転される財 －
顧客との契約から生じる収益 9,708,610
その他の収益 －
外部顧客への売上高 9,708,610

９. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(6) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであ
ります。
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（単位：千円）
当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高）
受取手形 884,663
売掛金 1,339,597

2,224,261
顧客との契約から生じた債権（期末残高）

受取手形 834,306
売掛金 1,309,702

2,144,009
契約負債（期首残高） 98,200
契約負債（期末残高） 151,220

(1) １株当たり純資産額 1,028円31銭
(2) １株当たり当期純利益 61円98銭

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は売掛金に、契約負債は前受金に含まれております。
当事業年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は98,200千円でありま
す。
また、当事業年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありませ
ん。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初予想される
契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。そのため、該当事項はありません。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
　 該当事項はありません。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 前 田 貴 史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 好 亨

独立監査人の監査報告書
2024年５月14日

ドリームベッド株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
広島事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ドリームベッド株式会社の2023年４月１
日から2024年３月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第67期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、内部監査
室の監査報告を基に本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況を調査いたし
ました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討
いたしました。

２．監査の結果
　（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

　（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　 会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３．後発事象
特記すべき重要な後発事象はありません。

2024年5月17日

　　　ドリームベッド株式会社　監査役会

常勤監査役　　　加藤久明　 ㊞
社外監査役　　　竹本隆亮　 ㊞
社外監査役　　　福田　浩　 ㊞
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会場： 広島県広島市南区松原町1番5号
ホテルグランヴィア広島　3階　天平の間
TEL （082）262－1111（代）

交通 ＪＲ広島駅に隣接
お願い 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場

はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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